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• 村田町では歴史観光施設を周遊する観光ルートの形成を推進 

• 平成２９年に中心市街地の大型貨物車交通規制を開始したが，

大型車以外の通過交通の流入が続く 

• 小池石生線の計画変更により，市街地外環に基幹道路ネット

ワークを形成し通過交通を誘導 

• 併せて大型貨物車交通規制を継続実施し，中心市街地の歩行

者の安全及び円滑な道路交通を確保 

• (主)岩沼蔵王線の現道は，歩車共存道路として整備し，生活

道路の機能確保と観光周遊ルート形成を図る 

• 豊田末広線は，沿線に都市施設や公共施設が集中しアクセス

を確保するため既決定を維持。なお，通過交通の減少により

(主)岩沼蔵王線との接続部は現道で処理可能 

宮城県村田高等学校 
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■ 都市計画区域マスタープランの見直しについて 
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※年度のアンダーラインは国勢調査実施年度 

※四角枠はマスタープラン見直し作業期間（都市計画基礎調査実施期間を含む） 

図 1 都市計画区域マスタープラン見直しスケジュール 

 

 

●大崎広域・栗原・登米・大郷・河北都市計画の見直し     

スケジュール 

平成２９年 ９月 住民への説明会等 

平成２９年１０月 国土交通省事前協議 

平成２９年１２月 市町村意見聴取，案の縦覧 

平成３０年 ２月 県都市計画審議会 

平成３０年 ３月 国土交通省本協議（予定） 

平成３０年 ４月 変更告示（予定） 

 
  

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34

MP策定    MP策定（H30年5月予定）

仙塩広域都市計画区域 ●    ●
（線引き）

MP策定

石巻広域都市計画区域 ● ●ＭＰ策定（H28年5月） MP策定予定（H31上期）

（線引き） 第７回定期見直し ○

MP策定 MP策定予定（H30年4月）

大崎広域・栗原・登米・大郷・ ● ●
河北都市計画区域
（非線引き）

MP策定 MP策定予定（H32上期）

仙南広域都市計画区域 ● 第２回見直し ○
（非線引き）

志津川ＭＰ策定（H29年4月） MP策定予定

気仙沼・志津川都市計画区域 ● ○
（非線引き） 　●

　気仙沼ＭＰ策定（H29年9月）

ＭＰ策定（H29年4月） MP策定予定

亘理・山元都市計画区域 ● ○
（非線引き）

第７回定期見直し

第２回見直し

第２回見直し

　　　　　　　　　　　　　　　　年　　度

都市計画区域名

第２回見直し

第１回見直し

第１回見直し

第１回見直し

第６回定期見直し

■ 都市計画区域マスタープランの見直しスケジュール 
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■ 宮城県を取り巻く情勢の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

■ 見直しの目的 

①人口減少・超高齢社会の進展 

・宮城県の人口は，平成 27 年国勢調査結果 233 万 3,899 人 

（平成 12 年をピークに減少） 

・平成 37 年人口は約 218 万人に減少する見込み 

（出典：宮城の将来ビジョン（平成 29 年 3 月改定）［中低中間］） 

②復旧・復興事業の進捗と防災・減災意識の高まり 

・平成 23 年に東日本大震災，平成 27 年に関東・東北豪雨を経験 

 ・被災者の住宅再建や復興事業の進捗，防災・減災意識の高まり 

③仙台都市圏の人口集中と地方中心市街地の空洞化 

・生活・交通利便性が高い仙台都市圏への人口集中 

・郊外型商業施設の進出や人口減少などにより地方の中心市街地が空洞化 

 

①現行の都市計画区域マスタープランは，震災前の平成 22 年に策定 

②「宮城の将来ビジョン」に掲げる「富県宮城」の実現 

③「宮城県震災復興計画」に掲げる「災害に強いまちづくり」の実現 
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■ 見直しの方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 都市計画区域の整備，開発及び保全の方針の標準構成 

 

 都市計画区域の整備，開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープ

ラン）の標準的な構成は下の図２に示される。（都市計画法第６条の２） 

  

 
図２ 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の標準構成 

 

 

 ①都市計画の目標 

   人口の現況及び将来の見通し 

   産業規模の現況及び将来の見通し 

都市づくりの基本理念 

 

②区域区分の決定の有無 

及び区域区分を定める際の方針  

 

③主要な都市計画の決定の方針 

 土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

 都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針 

 市街地開発事業に係る主要な都市計画の決定の方針 

 自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針 

 

第 185 回審議会で説明済 

①災害に強く，安全で安心して暮らせるまちづくり 

②人口減少，超高齢社会においても持続可能でコンパクトなまちづくり 

③富県宮城の実現に資する活力あるまちづくり 

④歴史資源や豊かな自然環境の保全とこれらと調和したまちづくり 

第 186 回審議会で説明済 

第 187 回審議会で説明済 
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